
平
成
二
十
年
十
月
十
七
日
提
出

質

問

第

一

三

四

号

国
土
交
通
省
に
お
け
る
公
用
車
運
転
業
務
の
偽
装
請
負
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

宗

男
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国
土
交
通
省
に
お
け
る
公
用
車
運
転
業
務
の
偽
装
請
負
に
関
す
る
質
問
主
意
書

国
土
交
通
省
が
発
注
し
た
公
用
車
の
運
転
業
務
に
つ
き
、
国
交
省
の
一
部
出
先
機
関
が
受
注
業
者
の
運
転
手
に
直
接
仕
事
の

指
示
を
出
す
、
偽
装
請
負
と
も
と
れ
る
形
態
で
業
務
が
行
わ
れ
て
い
た
疑
い
が
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以

下
質
問
す
る
。

一

偽
装
請
負
の
定
義
如
何
。

二

今
回
偽
装
請
負
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
国
交
省
の
出
先
機
関
と
は
ど
こ
か
、
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

国
交
省
の
公
用
車
運
転
業
務
発
注
先
全
て
並
び
に
過
去
五
年
間
の
発
注
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

三
の
発
注
先
に
国
交
省
の
職
員
は
天
下
っ
て
い
る
か
。
い
る
な
ら
ば
、
発
注
先
ご
と
に
天
下
っ
た
職
員
の
数
、
氏
名
、
天

下
り
す
る
直
前
の
役
職
等
、
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

国
交
省
に
お
い
て
、
公
用
車
運
転
業
務
の
偽
装
請
負
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
は
事
実
か
。

六

五
が
事
実
な
ら
ば
、
国
交
省
に
お
い
て
、
公
用
車
運
転
業
務
以
外
に
も
偽
装
請
負
を
し
て
い
る
業
務
は
あ
る
か
。

七

国
交
省
の
他
に
、
公
用
車
運
転
業
務
ま
た
は
そ
の
他
業
務
の
偽
装
請
負
の
疑
い
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
省
庁
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。


